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困ったときは新見市　社協にご相談ください
相談窓口の紹介 ～まずはご相談ください～

●新見市生活相談支援センターでは、伺った相談に対し、次のように困りごとの解決に向けた支援
　を行っています。

暮らしの中で困りごとや不安を抱えている人からの相談に応じ、その困りごとについて、
解決方法やどのようにしていきたいかをともに考え、必要な支援やサービス・機関への
橋渡しや、継続的な相談支援を行いながら、相談者の問題解決のお手伝いを行います。

お金の使い方などに関する相談に応じ、相談者が適切な家計管理ができるよう
助言や支援を行います。

●判断能力が不十分な人の権利を守る取組
　認知症や障がいなどにより、財産管理や契約、福祉サービス利用の手続きなどが困難な
人の権利を守るために、次の事業を行っています。

福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理、大切な
書類の保管などのお手伝いを行うサービスです。当事業
の内容について理解し、利用契約が可能な人が対象です。

本会が成年後見人等となり、本人に代わって契約などの
法律行為や財産管理を行う事業です。（裁判所による選
任が必要です。）

自宅に訪問し、専用の浴槽とボイラー設備により、寝室や居間などで入浴介助を行
います。自宅の浴槽を利用できない人やデイサービスへの通所ができない人などに
利用いただいています。

生活･お金
に関すること

成年後見
制度など
に関すること

　新見市生活相談支援センターでは、生活や仕事、お金に関することなど、
暮らしに関するあらゆる相談を受け付け、相談者に寄り添った支援を行っ
ています。

新見市生活相談支援センター ☎０８６７－８８－６５８８

　新見市成年後見相談センターでは「成年後見制度※」に関する相談
や利用支援を行っているほか、制度の普及のための研修会や出前講座
なども行っています。

新見市成年後見相談センター ☎０８６７－７２－７３０６

新見市社協中央ケアセンター ☎０８６７－７２－７３１６

新見市社協神郷ケアセンター ☎０８６７－９２－６６７７

主な相談内容の例
　◎これからの暮らしが不安だけど、どこへ相談すればいいか分からない
　◎ひきこもっている家族のことが心配　
　◎自分に合う仕事が見つからない、仕事が長続きしない　
　◎借金が多く、生活が苦しい　 
　◎家賃や公共料金の支払いに困っている

※成年後見制度とは、裁判所が選任した成年後見人等が、判断能力が不十分な人に代わって、
　契約などの法律行為や財産管理を行う制度です。

主な相談内容の例
　◎福祉施設等の入所契約ができない　◎預貯金の管理や手続きができない
　◎悪質業者に騙されないか不安　　　
　◎将来認知症になった時に誰が支えてくれるのか不安

　本会の介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護に関する相談に
応じます。
　また、要介護認定を受けた人のケアプランの作成を行います。

日常生活自立支援事業

法人後見事業

●本会では、要介護認定を受けた人が利用できる次の介護サービスを実施しています。ご利用
　を希望する場合は担当のケアマネジャーにご相談ください。

訪問介護

通所介護

訪問入浴介護

相談者・要支援者を支える取組の紹介

家計改善支援

自立相談支援

訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅に訪問し、入浴介助などの身体介護や、調理・
掃除・買い物などの生活援助を行います。

本会の送迎などでデイサービスセンターに通所していただき、入浴介助や食事介助
を行うほか、レクリエーションや他の利用者との交流などを通じて生きがいづくりを
支援します。本所（金谷）と神郷支所（神郷下神代）で行っています。

相
談
者
の
声

相
談
者
の
声

・借金が返済しきれず悩んでいました。相談を通じて、弁護士と話ができ、返済に
見通しを持てました。家計のやりくりについても相談し、現在の収入の中で生活
できるようになりました。
・相談することで困りごとの整理をするだけでなく、不安なことや誰にも言えなかっ
た思いを聴いてもらいました。一人ではないと感じ、心がほっとしました。

介護
に関すること

　そのほか、気軽に相談できる窓口として、毎月「心配ごと相談」「法律相談」を
　実施しています。詳しくは８ページをご覧ください。
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困ったときは新見市　社協にご相談ください
相談窓口の紹介 ～まずはご相談ください～

●新見市生活相談支援センターでは、伺った相談に対し、次のように困りごとの解決に向けた支援
　を行っています。

暮らしの中で困りごとや不安を抱えている人からの相談に応じ、その困りごとについて、
解決方法やどのようにしていきたいかをともに考え、必要な支援やサービス・機関への
橋渡しや、継続的な相談支援を行いながら、相談者の問題解決のお手伝いを行います。

お金の使い方などに関する相談に応じ、相談者が適切な家計管理ができるよう
助言や支援を行います。

●判断能力が不十分な人の権利を守る取組
　認知症や障がいなどにより、財産管理や契約、福祉サービス利用の手続きなどが困難な
人の権利を守るために、次の事業を行っています。

福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理、大切な
書類の保管などのお手伝いを行うサービスです。当事業
の内容について理解し、利用契約が可能な人が対象です。

本会が成年後見人等となり、本人に代わって契約などの
法律行為や財産管理を行う事業です。（裁判所による選
任が必要です。）

自宅に訪問し、専用の浴槽とボイラー設備により、寝室や居間などで入浴介助を行
います。自宅の浴槽を利用できない人やデイサービスへの通所ができない人などに
利用いただいています。

生活･お金
に関すること

成年後見
制度など
に関すること

　新見市生活相談支援センターでは、生活や仕事、お金に関することなど、
暮らしに関するあらゆる相談を受け付け、相談者に寄り添った支援を行っ
ています。

新見市生活相談支援センター ☎０８６７－８８－６５８８

　新見市成年後見相談センターでは「成年後見制度※」に関する相談
や利用支援を行っているほか、制度の普及のための研修会や出前講座
なども行っています。

新見市成年後見相談センター ☎０８６７－７２－７３０６

新見市社協中央ケアセンター ☎０８６７－７２－７３１６

新見市社協神郷ケアセンター ☎０８６７－９２－６６７７

主な相談内容の例
　◎これからの暮らしが不安だけど、どこへ相談すればいいか分からない
　◎ひきこもっている家族のことが心配　
　◎自分に合う仕事が見つからない、仕事が長続きしない　
　◎借金が多く、生活が苦しい　 
　◎家賃や公共料金の支払いに困っている

※成年後見制度とは、裁判所が選任した成年後見人等が、判断能力が不十分な人に代わって、
　契約などの法律行為や財産管理を行う制度です。

主な相談内容の例
　◎福祉施設等の入所契約ができない　◎預貯金の管理や手続きができない
　◎悪質業者に騙されないか不安　　　
　◎将来認知症になった時に誰が支えてくれるのか不安

　本会の介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護に関する相談に
応じます。
　また、要介護認定を受けた人のケアプランの作成を行います。

日常生活自立支援事業

法人後見事業

●本会では、要介護認定を受けた人が利用できる次の介護サービスを実施しています。ご利用
　を希望する場合は担当のケアマネジャーにご相談ください。

訪問介護

通所介護

訪問入浴介護

相談者・要支援者を支える取組の紹介

家計改善支援

自立相談支援

訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅に訪問し、入浴介助などの身体介護や、調理・
掃除・買い物などの生活援助を行います。

本会の送迎などでデイサービスセンターに通所していただき、入浴介助や食事介助
を行うほか、レクリエーションや他の利用者との交流などを通じて生きがいづくりを
支援します。本所（金谷）と神郷支所（神郷下神代）で行っています。

相
談
者
の
声

相
談
者
の
声

・借金が返済しきれず悩んでいました。相談を通じて、弁護士と話ができ、返済に
見通しを持てました。家計のやりくりについても相談し、現在の収入の中で生活
できるようになりました。
・相談することで困りごとの整理をするだけでなく、不安なことや誰にも言えなかっ
た思いを聴いてもらいました。一人ではないと感じ、心がほっとしました。

介護
に関すること

　そのほか、気軽に相談できる窓口として、毎月「心配ごと相談」「法律相談」を
　実施しています。詳しくは８ページをご覧ください。
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市内の小学生が「ちょボラ」に取り組みました！
　本会では、市内の小学生を対象に、思いやりやボランティア意識を育むことを目的として、
自分の住んでいる地域のためにできる「ちょっとしたボランティア（ちょボラ）」について考え、
取り組む活動を進めています。
　令和6年度は、10月から12月を実施期間として、市内全校の372 人の子どもたちが「ちょ
ボラ」に取り組みました。子どもたちの活動や感想について紹介します。

　よりよい活動になるように協力していただいた小学校、保護者の皆さま、ありがとうござい
ました。
　本会では、これからも子どもたちが思いやりや優しさを育めるよう、学童期からの福祉教育
に取り組みます。

●公園の落ち葉や草がなくなるととてもスッキリして、 ボランティアって楽しいなと思いま

　 した。 公園を使う人が前よりきれいだと思ってくれたら嬉しいです。

●ちょボラノートがなくてもあいさつ、ごみ拾い、分別、これらを自分から取り組もうと思います。

●これからもずっとボランティアに取り組んで、 新見市をよりよくしていきたいです。

児童の感想

家族からの言葉
●少しでも出来ることを自分で探して取り組む姿に成長を感じました。

●普段意識していないことを考えて取り組んで自分も社会の一員という事を認識する

　 良いきっかけになったと思います。

●“ボランティアをしている”という感覚から、 もう一歩進んで“当たり前”になって欲し 

　 いので、 この活動の継続を促していきたいと思います。 また、 私達親も一緒に取り

　 組んでいきたいと思います。

・ごみの分別、ごみ拾い、草取り、公園の掃除、落ち葉拾い
・募金、エコバッグ利用
・お店のハンガーやカートの整理
・道路の石をどかす、病院で席を譲る
・地域の人に挨拶、高齢者宅への訪問活動に参加、道案内　など

取
り
組
ん
だ
こ
と

お
は
よ
う

　ご
ざ
い
ま
す
！

お祭りのご馳走のお裾分けちょボラノート
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堀川　涼子 氏

　講演の後は、参加者同士で、「地域での活動を継続し
ていくために」をテーマに話し合い、参加者・協力者を
増やすための声かけや見守り活動の連携、資源や資金の
活用など、地域でできること、行政や社協等と一緒に考
えてやっていくことなどについての意見が出されました。

貸出福祉車両のご案内
　本会では、車いすのまま搭乗できる車両やスライドシー
ト車両など福祉車両の貸出を行っています。
　車いす使用者など、福祉車両が必要な人の入退院や通
院、その他外出などに必要な人は☎72-7306（総務課）
に連絡ください。

　１月１６日に、まなび広場にいみ小ホールで小地域ケア会議全体会を開催
しました。
　「地域のやりたい！を実現するために」をテーマに、美作大学生活科学部
社会福祉学科の堀川涼子教授を講師に招き、市内各地区の代表者や生活支
援コーディネーター（地域支え合い推進員）、新見市職員、本会職員が参加し、
地域で取り組んでいることや今後の展望、活動の中での困りごとなどについ
て情報交換を行いました。

●運転する人の運転免許証の写し
●運転する人の自動車保険の内容が分かる書類の写し（４月から）

　使用する３日前までに次の書類等を持参の上、社協
本所でお手続きをお願いします。

●料金は無料（使用後、燃料満タンで返却をお願いします。）
●事故発生時は利用者負担で対応していただきます。

小地域ケア会議全体会

　本会では、地域共生社会の実現を目指し、地域の福祉課題の
解決に向けた取組ができる組織づくりや担い手の育成、活動創出
の支援を行います。

　少子高齢化により現役世代が減っていく中で、地域住民の安心
安全な暮らしを守っていくためには公的なサービスと地域の
サポートの両方の力で一緒に問題解決をすることが必要です！

地域のやりたい！を

実現するために

持参いただくもの

料金等
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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金  実績報告
■赤い羽根共同募金　募金実績

■令和6年度　社会福祉協議会会員加入状況

　市民の皆さまのご理解とご協力により、多くの個人や企業、団体の皆様に社会福祉協議会
会員にご加入いただきましたことを厚くお礼申し上げます。
　寄せられた会員会費は、地区社会福祉協議会などの各地域の住民が主体となって行われる
地域福祉活動の財源等として活用させていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

　赤い羽根共同募金は、来年度に行われる岡山県内の福祉施
設・団体などの活動や、市内の地域福祉活動に活用されるほか、
災害時の支援活動にも役立てられます。
　歳末たすけあい募金は、ひとり暮らし高齢者などへの歳末訪
問活動や、ぴおーらキッチンの食材費、小・中学校などへの図
書カード配布活動等に活用させていただきました。

（令和７年１月末現在）

（令和７年１月末現在）

（令和７年１月末現在）

戸別募金：地域の各世帯の皆さまから

法人募金：企業や商店などの皆さまから

職域募金：市内で働く皆さまから

イベント募金：市内のイベントで行った募金運動に寄せられたもの

店頭募金：店頭に設置した募金箱に寄せられたもの 

街頭募金：募金運動初日に行った街頭募金によるもの

自動販売機募金：赤い羽根自動販売機の売上の一部

学校募金：市内の小学校に通う児童の皆さまから

その他個人からの募金など　

4,130,900 円

958,500 円

674,560 円

109,550 円

212,178 円

33,220 円

27,226 円

38,850 円

45,588 円

募金内容 金　　額

合　　計 6,230,572 円

7,015,500 円

141,000 円

1,195,000 円

8,351,500 円

普通会員会費

賛助会員会費

特別会員会費

会費の種類 会費実績

合　　計

■歳末たすけあい募金　募金実績

4,014,850 円

42,185 円
4,057,035 円

戸別募金：地域の各世帯の皆さまから

その他個人からの募金など

募金方法 金　　額

合　　計 街頭募金の様子

イベント募金の様子
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●期　日：３月26日（水）13:30 ～15:30
●場　所：新見市地域福祉センター
●内　容：・子ども神楽がやってくる！
　　　　　　千屋子供神楽（演目：猿田彦命の舞、
　　　　　　稲田姫の舞、大国主命の舞）
　　　　　・春の花でミニ花束をつくろう♪
●参加費：200円（申し込み不要）

ピオーラカフェ開催のお知らせ

ピオーラカフェにぜひお越しください認知症
予防！

仲間づ
くり！

　本会では、認知症に対する理解促進、交流の機会づくりを目的として、認知症カフェ「ピ
オーラカフェ」を実施しています。
　カフェには、認知症の人やそのご家族、会場の近くの人から遠くの人まで、20人程度
の参加があります。
　毎回、心身の健康に関する講話や、体操やゲームなどみんなで楽しめるプログラムを
企画し、最後にみんなで楽しくお茶を飲みながらおしゃべりをしています。
　ピオーラカフェは、奇数月の第４水曜日に開催しています。申し込み不要ですので、
どなたでも気軽にお越しください。

９月　ミニミニ運動会

１１月　講話・試飲「コーヒーと認知症」
７月　講話・試食

「根茎わさび驚きの健康パワー」

お気
軽に

ご参
加くだ

さい♪
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ご寄付ありがとうございました。ご寄付ありがとうございました。
　令和 6年 12月１日から令和７年１月 31日までに、本会に寄せられたご寄付について　令和 6年 12月１日から令和７年１月 31日までに、本会に寄せられたご寄付について
報告します。（敬称略・順不同）報告します。（敬称略・順不同）

高
木
好
恵
、
佐
藤
忠
徳
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西
田
勝
江
、
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木
つ
や
子
、

岸
本
操
、
草
間
カ
ル
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里
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の
会
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神
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の
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健
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学
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全
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見
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部
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新
見
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ほ
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14
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２
１
５
９
点

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
事
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へ

食
料
等
の
寄
付

インスタグラムを
開設しました

　行事のお知らせや本会の
活動について掲載していく
ので、ぜひご覧ください。

各種相談会を開催します

３月19日（水）
４月16日（水）

10：00～15：00
10：00～15：00

場所：新見市地域福祉センター
法律相談（ 要予約 ）

３月19日（水）
４月16日 （水）

9：00～12：00
9：00～12：00

心配ごと相談
場所：新見市役所南庁舎

※法律相談予約先  ☎72-7306  地域福祉推進課
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